
- 1 -

函 館市外部 公益通 報に関 する要綱

（目的 ）

第 １ 条 こ の 要 綱 は， 公 益通 報 者保 護 法（ 平 成１ ６ 年法 律 第１ ２２ 号 ）

に 基 づき ， 労 働 者か ら の公 益 通報 を 適切 に 処理 す るた め に必 要な 事 項

を 定 め， 公 益 通 報者 の 保護 を 図る と とも に ，事 業 者の 法 令遵 守に 資 す

ること を目的と する。

（定義 ）

第 ２ 条 こ の 要 綱 にお い て， 次 の各 号 に掲 げ る用 語 の意 義 は， 当該 各 号

に定め るところ による 。

( ) 労 働 者 労 働基 準 法（ 昭 和２ ２ 年法 律 第４ ９ 号） 第 ９条 に規 定 す1

る労 働者をい う。

( ) 外 部公 益 通報 労 働者 が 公益 通 報者 保 護法 第 ２条 第 ３項 に定 め る2

通 報対 象 事実 (以 下「 通 報対 象 事実 」 とい う 。 ) に 関 し， 当該 通 報

対 象事 実 に つ いて 処 分ま た は勧 告 等を 行 う権 限 を有 す る市 の機 関 に

対し て行う同 条第１ 項に定 める公益 通報を いう。

( ) 所 管 課 通 報対 象 事実 に 関す る 処分 ま たは 勧 告等 の 事務 を所 掌 す3

る課 をいう。

( ) 通 報者 外 部公益 通報を する者を いう。4

（通報 の受付窓 口）

第 ３ 条 外 部 公 益 通報 お よび こ れに 関 する 相 談は ， 所管 課 にお いて 受 け

付ける ものとす る。

２ 総 務部 行 政 改 革課 は ，通 報 対象 事 実に 関 係す る 事務 に 関し ，総 合 的

調整を 行うもの とする 。

（通報 の受付お よび措 置等）

第 ４ 条 外 部 公 益 通報 は ，面 談 ，電 話 ，文 書 ，電 子 メー ル また はフ ァ ッ

ク ス によ る も の とす る 。た だ し， 明 らか に 不正 の 目的 と 認め られ る 場

合は受 け付けな いこと ができ る。

２ 所 管課 は ， 外部 公 益通 報 （匿 名 によ る もの を 除く 。 ) の内 容が ， 市

の機 関 の 権限 に 属さ な いも の であ る と認 め る場 合 であ っ ても 受け 付 け

し， 当 該 外部 公 益通 報 に係 る 権限 を 有す る 行政 機 関に 通 報内 容を 連 絡
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する と と もに ， 当該 行 政機 関 を通 報 者に 教 示し な けれ ば なら ない 。 ま

た ， 外部 公 益 通 報に 該 当し な いも の と認 め る通 報 であ っ ても ，法 令 遵

守に有 益な情報 は参考 情報と して受け 付ける ものと する。

３ 外 部公 益 通 報 およ び 前項 の 規定 に よる 参 考情 報 を受 け 付け た所 管 課

は ， 外部 公 益 通 報受 付 書（ 様 式第 １ 号） に 所定 事 項を 記 載し ，そ の 写

しを総 務部長に 提出し なけれ ばならな い。

（受理 ・不受理 の通知 ）

第 ５ 条 所 管 課 は ，受 け 付け た 通報 を 外部 公 益通 報 とし て 受理 する か 否

か お よび 当 該 通 報対 象 事実 に つい て 調査 す る必 要 があ る か否 かを 遅 延

な く 決定 し ， 外 部公 益 通報 受 理・ 不 受理 通 知書 （ 様式 第 ２号 ）に よ り

通 報 者に 通 知 し なけ れ ばな ら ない 。 ただ し ，通 報 者が 通 知を 希望 し な

い場合 は，この 限りで ない。

（調査 の実施）

第 ６ 条 所 管 課 は ，通 報 対象 事 実に つ いて 調 査す る 必要 が ある と認 め た

場合は ，速やか に調査 を開始 しなけれ ばなら ない。

２ 所 管課 は ， 調 査の 実 施に 当 たっ て は， 通 報者 の 秘密 を 守る ため ， 通

報 者 が特 定 さ れ ない よ う十 分 に配 慮 しつ つ 遅延 な く必 要 かつ 相当 と 認

められ る方法で 行わな ければ ならない 。

３ 所 管課 は ， 適 切な 法 執行 の 確保 ， 利害 関 係人 の 営業 秘 密， 信用 ， 名

誉 お よび プ ラ イ バシ ー 等に 配 慮し つ つ， 調 査中 は ，調 査 の進 捗状 況 に

ついて ，通報者 に対し 適宜通 知するよ う努め なけれ ばならな い。

４ 所 管課 は ， 調 査中 に おい て ，他 の 行政 機 関が 処 分ま た は勧 告等 を す

る 権 限を 有 す る こと が 明ら か にな っ たと き は， 権 限を 有 する 行政 機 関

を 通 報者 に 対 し 遅延 な く教 示 しな け れば な らな い 。こ の 場合 ，法 執 行

上 の 問題 が な い 範囲 内 で， 当 該通 報 事案 に 係る 資 料を 通 報者 に提 供 す

ること ができる 。

５ 所 管課 は ， 調 査が 終 了し た とき は ，調 査 結果 を 外部 公 益通 報調 査 結

果 報 告書 （ 様 式 第３ 号 ）に 記 載し ， 総務 部 長に 報 告し な けれ ばな ら な

い。

（調査 結果に基 づく措 置）
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第 ７ 条 所 管 課 は ，前 条 の規 定 によ る 調査 の 結果 ， 通報 対 象事 実が 確 認

さ れ た場 合 は ， 法令 に 基づ く 処分 そ の他 適 当な 措 置（ 以 下「 措置 」 と

いう ） を講じ なけれ ばならな い。。

２ 所 管課 は ， 措 置の 内 容お よ び是 正 結果 を 外部 公 益通 報 措置 結果 報 告

書（様 式第４号 ）によ り，総 務部長に 報告し なけれ ばならな い。

（措置 結果等の 通知）

第 ８ 条 所 管 課 は ，通 報 対象 事 実に つ いて の 調査 結 果， 措 置の 内容 お よ

び 是 正結 果 を 外 部公 益 通報 調 査・ 措 置結 果 通知 書 （様 式 第５ 号） に よ

り ， 速や か に 通 報者 に 通知 し なけ れ ばな ら ない 。 ただ し ，通 報者 が 特

に通知 を希望し ない場 合は， この限り でない 。

， ， ，２ 所管 課は 前項の 通知を 行うに当 たって は 利害関係 人の営 業秘密

信用， 名誉およ びプラ イバシ ー等に配 慮しな ければ ならない 。

（協力 の義務）

第 ９ 条 職 員 は ， 外部 公 益通 報 事案 の 処理 に 係る 記 録お よ び関 係資 料 に

つ い て， 他 の 行 政機 関 その 他 の公 の 機関 か ら調 査 の協 力 を求 めら れ た

と き は， 正 当 な 理由 の ある 場 合を 除 き， 必 要な 協 力を し なけ れば な ら

ない。

２ 通 報対 象 事 実 に関 係 する 所 管課 が 複数 あ る場 合 にお い ては ，各 所 管

課 は ，連 携 し て 調査 し ，お よ び措 置 を講 じ なけ れ ばな ら ない 。こ の 場

合 に おい て ， 通 報者 に 対す る 通知 は ，当 該 外部 公 益通 報 を受 けた 所 管

課が行 うものと する。

（補則 ）

第 条 こ の要綱 に定める ものの ほか必要 な事項 は，別 に定める 。10

附 則

この要 綱は，平 成１９ 年１０ 月１日か ら施行 する。


